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税務情報  

国税庁－国外居住親族に係る扶養控除等に関するリーフレット及

び Q&A を公表 

2015 年度税制改正により、2016 年 1 月 1 日以後に支払われる給与等及び

2016 年分以後の所得税について、非居住者である親族（国外居住親族）に係る

扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住

者は、その国外居住親族に係る親族関係書類や送金関係書類（これらの書類が

外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。）を提出又は提示しなけ

ればならないこととされました。 

この改正に関し、国税庁は 9 月 25 日、以下の 2 つの資料を公表しました。 

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について（PDF 634KB） 

全 4 ページのリーフレットで、親族関係書類や送金関係書類に関する注意事項

が簡潔にまとめられています。また、給与等の源泉徴収や年末調整の際に扶養

控除等の適用を受ける者がこれらの書類を提出又は提示すべき時期等につい

ても触れられています。 

国外居住親族に係る扶養控除等 Q&A（源泉所得税関係）（PDF 244KB） 

この改正に関する全般的な事項について 10 問、親族関係書類について 10 問、

送金関係書類について 13 問の Q&A が掲載されている源泉徴収義務者向けの

資料です。「所得税基本通達の制定について」の一部改正について（法令解釈通

達）（7 月 7 日発遣）で定められた、この改正に係る新しい通達を踏まえた Q&A
のほか、法令等からは読み取ることができない具体的な取扱いが示されている

Q&Aもあり、給与計算を担当されている方の参考となる事項が多く含まれていま

す。 
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